


４ 入札書の提出場所等 

(1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ場所 

上記１に同じ 

(2) 入札説明書の交付方法 

上記１の場所にて交付するほか、札幌市公式ホームページ（http:// www. 

city.sapporo.jp/hokenjo/keiyakujouhou/gantaisaku-uneihojo.html）から入手

が可能である。 

(3) 入札の日時及び場所 

   令和５年５月８日（月）11 時 00 分 

   札幌市中央区大通西 19 丁目ＷＥＳＴ19 健康企画課事務室 

(4) 開札  

入札終了後直ちに上記（3）の場所にて行う。 

(5) 入札書の提出方法 

上記（3）の指定日時までに指定場所あて入札書等の必要書類を送付または

持参すること。 

※送付の場合は上記日時必着とする。 

※持参する場合は、月曜日から金曜日（休日除く）の午前８時 45 分から午

後５時 15 分までの時間に行うこと。 

※本案件は紙入札で行うため、電子での参加申請は行わない。 

 

５ 入札手続等 

(1) 入札保証金 免除 

(2) 契約保証金 要。 

契約を締結しようとする者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の 

契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通 

知(納入通知書到達)の日の翌日から起算して５日後(５日後が土曜日、日曜日 

及び休日の場合は翌開庁日)までに、納付し、又は提供しなければならない。 

なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消 

すとともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措 

置を行う。 

ただし、札幌市契約規則第 25 条各号の一に該当するときは、契約保証金の 

納付を免除することがある。 

(3) 入札の無効 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関す 

る条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則第 11 条各号の一に該当 

する入札は無効とする。 

(4) 契約書作成の要否 要 

(5) 最低制限価格の設定 無 

(6) 落札者の決定方法 札幌市契約規則第７条の規定に基づき作成された予定価 

格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(7) 入札の延期等 

   次のいずれかに該当した時は、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り

消すことがある。 

  ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を

公正に執行することができない状態にあると認められるとき。 

  イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に

執行することができない状態にあると認められるとき。 



  ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき。 

(8) 詳細は入札説明書による。 

 


